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【お問い合わせ】　税務課　０９８－８８９－４４１３

町・県民税の申告はお早めに!!町・県民税の申告はお早めに!!
◎申告期限は３月15日（金）までです。 終盤は混み合いますので早めの申告をお願いします。
※書類不足や書類が整理されていない方は、 受付が行えない場合があります。 事前に必要書類が揃っているかご確認ください。

◎午前の受付人数は１００名となります。午前の受付時間内に１００名を超えた場合は、午後の受付となります。
◎２月４日～２月１４日の期間中、役場での受付は行っておりません。
※今年は津嘉山地区の申告会場が、津嘉山資料館（旧津嘉山公民館）となります。お間違えのないように気をつけてお越し下さい。

■申告に必要な物
・「確定申告のはがき」（税務署から送付される） または、「住民税申告書」（町から送付される）※事前にご記入ください。
・印鑑、本人名義の通帳
・マイナンバーカードもしくは、通知カードかマイナンバー記載の住民票写し ＋ 顔写真付本人確認書類（運転免許証等）
・源泉徴収票もしくは給与収入証明書、収支内訳書、支払調書、その他帳簿類、必要経費書類
・平成 30年中に支払った社会保険料や生命保険料支払証明書などの所得控除用証明書の原本
・平成 30年中に支払った医療費またはスイッチＯＴＣ薬の明細書等（領収書可）
　＋一定の取組を行ったことを明らかにする書類

※「申告に必要な物チェックリスト」・「医療費（スイッチOTC薬）の明細書（様式）」を
　町ホームページにて掲載しています。ぜひご使用ください。

※町・県民税の申告は、申告者・扶養親族・事業専従者等のマイナンバー記載が必要です

町・県民税の申告はお早めに!!
２月４日から各字公民館および自治会集会所で申告受付が始まります。

区・自治会 受付時間 会　場

２月４日（月）

２月５日（火）

２月７日（木）

２月８日（金）

２月１２日（火）

２月１３日（水）

２月１５日（金）

２月１８日（月）

２月１９日（火）

２月２０日（水）

２月２１日（木）

２月２２日（金）～
　３月１５日（金）

照屋

喜屋武

大名・北丘ハイツ

新川・東新川

山川

神里

宮城

与那覇

津嘉山 

津嘉山

本部・第一団地・第二団地

兼本ハイツ・宮平ハイツ

宮平・慶原

宮平・慶原

兼城

兼城

町内全域

9:30 ～ 11:00

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 11:00

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 11:00

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 11:00

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 11:00
14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 11:00
14:00 ～ 15:30

9:00 ～ 11:00

13:30 ～ 16:00

9:00 ～ 11:00
13:30 ～ 16:00

9:00 ～ 11:00
13:30 ～ 16:00

9:00 ～ 11:00
13:30 ～ 16:00

9:00 ～ 11:00
13:30 ～ 16:00

9:00 ～ 11:00
13:30 ～ 16:00

照屋農村コミュニティーセンター

喜屋武集落センター

大名公民館

新川コミュニティーセンター

山川集落センター

神里構造改善センター

宮城構造改善センター

与那覇コミュニティーセンター

津嘉山資料館
（旧津嘉山公民館）

津嘉山資料館
（旧津嘉山公民館）

   

役場１階　町民ホール

役場１階　町民ホール
※土・日・祝日除く

申告受付停止期間　３月１８日（月）～５月２４日（金）

日　程

★QRコードからも
　詳細をご確認
　いただけます
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 平成31年度
国民健康保険税　税率・税額の改正について

 平成31年度
国民健康保険税　税率・税額の改正について

 国民健康保険の加入者・世帯主の方は
所得申告が必要です

 国民健康保険の加入者・世帯主の方は
所得申告が必要です

 国民健康保険の加入者・世帯主の方は
所得申告が必要です

　※申告をしないと、税額が正しく計算されずに、国保税の軽減措置や国保の高額医療費の自
己負担限度額が上位所得者として判断される場合があります。

【国民健康保険税に関するお問い合わせ】
国保年金課　1階　13番窓口　☎889-1798

【国民健康保険税に関するお問い合わせ】　国保年金課 1階 13番窓口　☎889-1798

 平成31年度
国民健康保険税　税率・税額の改正について
　平成30年度から国民健康保険制
度が見直されました。
　市町村はこれまで個別に給付費
を推計し、保険税負担額を決定して
きましたが、今後は県に納付金を納
めるため、県の示す事業費納付金及
び標準保険料率を参考に保険税を
決定します。    
  

平成30年分の所得申告については
申告期間中に下記のフローチャートを参考にして、
該当する方は必ず所得申告をしてください。

18歳以上の国民健康保険加入者、あるいは家族に国民健康保険に加入している方がいる世帯

平成30年分の確定申告や町県民税の申告を行った は　い

は　い

は　い

いいえ
給与所得のみの所得の人で、勤務先から給与支払報告書が町へ提出されている

いいえ
所得が公的年金（遺族年金・老齢福祉年金・障害年金は除きます）のみである

いいえ

いいえ
所得税や町県民税の申告において被扶養者で申告されている（町外在住者に扶養されている方は申告が必要）

国民健康保険にかかる所得の申告が必要です
所得のない方（学生も含む）、失業中で雇用保険による失業給付のみで

生活されている世帯の方も申告が必要です

国民健康保険に
かかる所得申告の
必要はありません

は　い

【平成30年度まで（改正前）】
医療分 支援分 介護分

(40歳以上65歳未満 )

介護分
(40歳以上 65歳未満 )
介護分

(40歳以上 65歳未満 )

合　計

6% 3.5% 10.45%

15,000 円 5,500円 27,400 円

19,000 円

所得割

均等割
（一人あたり）

平等割
（一世帯あたり） 5,700 円

0.95%

6,900 円

4,500円 29,200 円

医療分 支援分 合　計

7.35% 2.17% 11.22%

21,000 円 7,000円 35,300 円

19,000 円

所得割

5,700円

1.7%

7,300 円

4,500円 29,200 円

【平成31年度から（改正後）】 

⇒所得割0.77％増　　⇒均等割7,900円増 

均等割
（一人あたり）

平等割
（一世帯あたり）

介護分
(40歳以上 65歳未満 )


